
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 4月2日
隅田川沿川地区（蔵前橋～駒形橋エ
リア）まちづくり方針策定業務委託

株式会社ポリテック・
エイディディ

5,940,000

　本業務は、令和3年度実施の「隅田川沿川地区
（蔵前橋～駒形橋エリア）まちづくり調査業務委
託」における調査内容の時点修正、検証を行った上
で、まちづくりに向けた課題の整理を行い、まちづ
くり方針を策定することを目的とする。
　よって、本業務を履行することができるのは、既
往調査の受託者である指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

都市計画課

2 4月2日
住居表示各種表示板取付状況外調査
委託

公益社団法人墨田区シ
ルバー人材センター

703,905

　指定事業者は、「高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律」第37条第2項に規定するシルバー人材セ
ンターであり、本件は指定事業者から役務の提供を
受ける契約である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第3号

窓口課

3 4月4日 「健診結果活用ガイド」の印刷
株式会社現代けんこう
出版社

1,430,000

【物品】
　特定健康診査を受診した後に、医師が結果説明を
行う際に情報提供用パンフレットを活用するが、生
活習慣の改善等を指導するにあたり、「特定健診受
診勧奨用リーフレット」と同一のデザインとする必
要があり、他に適したパンフレットがない。
【事業者】
　指定事業者が版権を有しているため、本業務を履
行することができるのは、指定事業者以外にいな
い。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課

4 4月4日
75歳以上の健康診査情報提供用パン
フレットの印刷

株式会社現代けんこう
出版社

1,500,400

【物品】
　75歳以上の健康診査の際に、健診結果に伴う早期
治療及び生活習慣の改善を指導するに当たり用いる
パンフレットについて、複数の冊子を比較検討した
ところ、本パンフレットが事業の趣旨に最も適合
し、かつわかりやすい内容であったため、指定す
る。
【事業者】
　指定事業者が版権を有しているため、本業務を履
行することができるのは、指定事業者以外にいな
い。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課

5 4月4日 政策形成プログラム支援業務委託
凸版印刷株式会社　情
報コミュニケーション
事業本部

4,950,000

　指定事業者は、令和3年度における「SDGs関連プ
ロモーション支援業務委託」の受託者である。本件
は「SDGs関連プロモーション支援業務委託」におい
て提案された事業を具体化するものであることに加
えて、当該業務委託で策定したプロモーション計画
に基づき引き続き実施するものであることから、事
業の整合性、一貫性を確保しながら本業務を効果的
かつ効率的に履行することができるのは指定事業者
以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

政策担当
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

6 4月4日 第三吾嬬小学校漏水調査業務委託
ジャパンホームシール
ド株式会社

1,940,620

　本件については、指名競争入札を行ったが、全者
辞退により応札者がいなかった。このため、平成29
年度「隅田小学校漏水調査業務委託」の受託者であ
る指定事業者と協議を行ったところ、本件の履行が
可能であり、予算額内の金額で契約を締結する意向
が示された。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第8号

庶務課

7 4月4日 すみだ暮らしのガイド制作業務委託 株式会社ランズ 4,098,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和4年3月15日付け3墨企広第
589号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

8 4月4日
区公式YouTubeに係る広告配信等の業
務委託

有限会社ハッテンボー
ル

594,000

　指定事業者は、令和3年度「区公式YouTubeに係る
広告配信等業務委託」等の受託者として、本区の
YouTubeに係る広告配信を受託しているため、本区
の状況に精通し、かつノウハウを有していることか
ら本業務を効率的かつ確実に履行することができ
る。よって、指定事業者を指定する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

9 4月4日
高額療養費支給申請手続き簡素化に
伴う住民記録管理システム（国民健
康保険給付管理）の改修委託

株式会社ジーシーシー
東京支社

3,630,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

10 4月4日
住民記録管理システム（国保料）に
係る納付書コンビニバーコード使用
期限改修委託

株式会社ジーシーシー
東京支社

1,182,500
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

11 4月4日 産業支援施設企画等業務委託
伊藤忠ファッションシ
ステム株式会社

5,500,000

　本件は、「すみだ地域ブランド戦略」の推進を目
的としている「すみだ地域ブランド推進協議会」と
協力・連携して実施するものである。当該協議会と
本業務を履行することができる事業者を調査・検討
した結果、指定事業者は区内事業者について熟知
し、全国ものづくり事業者との広いネットワークを
持ち、かつ、イベント企画から展示品等のコンサル
ティング等まで一貫して行うことが可能な唯一の事
業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業振興課

12 4月4日 SNS分析に係る業務委託
有限会社ハッテンボー
ル

660,000

　本業務は、より効果的な発信を行うため本区の
SNSの現状を分析するものである。指定事業者は、
「区公式YouTubeに係る広告配信等業務委託」等の
受託者であり、本区のシティプロモーション普及啓
発事業における実績を有し、本区のSNSを熟知して
いることから、本業務を効果的かつ効率的に履行す
ることができる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

13 4月4日
ものづくりスタートアップ連携促進
事業プロモーション業務委託

株式会社ENJIN 3,500,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（令和元年12月9日付け31墨産経第
840号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

経営支援課

14 4月4日
区内中小企業との連携によるSTEAM人
材育成事業実施委託

tanQ株式会社 13,000,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（令和元年8月1日付け31墨産経第
453号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

経営支援課

2



項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

15 4月4日
公開型地理情報システムデータ更新
業務委託

国際航業株式会社　東
京支店

2,416,700
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から本業務を履
行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

都市計画課

16 4月4日 未成年者向け自殺予防啓発物の印刷
株式会社現代けんこう
出版社

947,760

【物品】
　指定製品は、本区がめざす未成年者の自殺防止対
策に適した内容になっており、他に適したリーフ
レットは本製品以外にない。
【事業者】
　指定事業者が版権を有しているため、本業務を履
行することができるのは、指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健予防課

17 4月4日
押上駅前滞留者対策協議会の運営補
助業務委託

株式会社イオタ 792,000

　指定事業者は、平成29年度から本業務を受託して
おり、本区の帰宅困難者対策に精通し、発災直後の
本区職員の対応に係る実動訓練の実施支援を行って
いるため、本業務を効果的かつ効率的に履行するこ
とができるのは、指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

防災課

18 4月4日
地域包括支援センター支援システム
機器一式の借上（平成29年度増設
分・再リース）

日通リース＆ファイナ
ンス株式会社　東京支
店

1,085,700

　当該リース物件は、当初のリース期間が終了して
も十分に使用することができる状況であり、かつ、
当初契約の相手方である指定事業者が所有権を有し
ている。
　よって、本業務を履行することができるのは、指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

高齢者福祉
課

19 4月4日
燃料電池自動車（オリンピックレガ
シー）の借上

トヨタモビリティサー
ビス株式会社

   1か月あたり
     ＠55,220

　本件の借上車両は、東京2020オリンピック競技大
会で使用し、大会後の活用としてトヨタ自動車株式
会社が有償で提供するものであるため、トヨタ自動
車株式会社に申し込みを行った場合にのみ直接借上
げることができる。
　指定事業者は、トヨタ自動車株式会社の指定する
リース会社であり、本業務を履行することができる
のは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

環境保全課

20 4月5日
「墨田区のお知らせ（新型コロナウ
イルス予防接種特集号）」の印刷

ヨシダ印刷株式会社
東京本社

836,000

 「墨田区のお知らせ」の特集号として、区報に準
拠した紙面づくりをする必要があり、本業務を履行
することができるのは年間を通して区報の印刷をし
ている指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健予防課

21 4月6日
貨物自動車（2ｔダンプ車両）の借上
（1）（再リース）

三菱HCキャピタルオー
トリース株式会社　公
共営業部

550,550

　当該リース物件は、当初のリース期間が終了して
も十分に使用することができる状況であり、かつ、
当初契約の相手方である指定事業者が所有権を有し
ている。
　よって、本業務を履行することができるのは、指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

すみだ土木
事務所

22 4月8日 花瓶の購入
一般社団法人墨田区観
光協会

840,400

【物品】
　指定物品は、区功労者表彰式用に特注したもので
ある。
【事業者】
　指定製品は、指定事業者を通してでしか購入する
ことができない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

秘書担当
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

23 4月8日
墨田区のお知らせ（新型コロナウイ
ルスワクチン予防接種特集号）の全
戸配布委託（単価契約）

株式会社ゲンキ 単価契約

　本件は、4月中に新型コロナウイルスワクチン予
防接種、特に子どもに対する接種に係る情報を区民
に周知する必要があるため、確実に業務を履行する
ことができる事業者を早期に選定する必要があり、
競争入札を行う時間的余裕がない。
　区内の複数の事業者に照会したところ、指定事業
者は予算額の範囲内で、かつ限られた期間内に全戸
配布を行うことができるという意向が示された。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

保健予防課

24 4月12日
墨東五区軟式野球大会会場設営・撤
去委託

株式会社ウエマサ 660,000

 本件については、指名競争入札により再度入札を2
回（初度を含めて入札を3回）行ったが、予定価格
内での応札者がいなかった。このため、指名した全
ての事業者と協議を行った結果、指定事業者から予
算内の金額で契約を締結する意向が示された。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第8号

スポーツ振
興課

25 4月13日
区民消火隊用消防ポンプ外の保守点
検委託

東京物産株式会社 669,900

　本件の保守対象である消防ポンプは、全てトーハ
ツ株式会社製であり、消防ポンプの構造及び性能を
熟知し、都内のトーハツ株式会社製ポンプ及び部品
等の販売、修理を一括して行うことができるのは、
トーハツ株式会社の特約店である指定事業者のみで
ある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

防災課

26 4月13日
プラネタリウム学習投映委託（単価
契約)

コニカミノルタプラネ
タリウム株式会社

単価契約
　本業務は、業務の内容及び履行場所等から、本業
務を履行することができるのは、指定事業者以外に
いない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学務課

27 4月15日 投票管理システム等サポート委託
株式会社ムサシ　東京
第一支店

6,378,240

　本業務は、システムの運用、セットアップ、作業
サポート及び操作説明等であるため、本業務を履行
することができるのは、当該システムの開発元であ
る指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

28 4月18日 教職員女性検診委託（単価契約）
公益財団法人東京都予
防医学協会

単価契約

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※平成31年3月29日付け31墨教学
第3224号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

庶務課

29 4月19日
社会保障・税番号制度に基づく情報
連携におけるデータ標準レイアウト
の変更に伴う改修委託

株式会社ジーシーシー
東京支社

550,000

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ＩＣＴ推進
担当

30 4月19日
軽自動車OSS対応に伴う軽自動車税シ
ステム改修委託

株式会社ジーシーシー
東京支社

880,000

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

税務課

31 4月21日 収納管理システム等改修委託
株式会社ジーシーシー
東京支社

3,300,000

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

税務課

32 4月26日
とうきょうスカイツリー駅周辺街路
整備計画案策定支援業務委託

一般財団法人計量計画
研究所

3,960,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、事業者
を選定した（※令和3年9月8日付け3墨整立体第216
号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

立体化推進
課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

33 4月12日 曳舟小学校プール施設の借上 株式会社ルネサンス 5,417,500

　指定事業者が展開しているスポーツクラブの一つ
であるルネサンス曳舟は、曳舟小学校から最も近い
プール施設であり、学校プールの代替施設として、
児童等が安全かつ最小限の時間で移動できる唯一の
施設である。よって、当該施設の所有権を有してい
る指定事業者以外から借り上げることはできない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

庶務課

34 4月22日
すみだの魅力フォトコンテスト開催
に係る業務委託

東京カメラ部株式会社 1,320,000

 本業務を行うに当たり、「墨田区プロポーザル方
式実施要項」に基づくプロポーザルを実施し、指定
事業者を選定した（※令和元年6月7日付け31墨企広
第111号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

35 4月22日 墨田区DX人材育成研修実施委託
一般社団法人シビック
テック・ラボ

2,420,000

　本業務を行うに当たり、「墨田区プロポーザル方
式実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定
事業者を選定した（※令和4年3月31日付け3墨企Ｉ
第2023号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ＩＣＴ推進
担当

36 4月22日 炊飯器の清掃・点検業務委託
株式会社フジマック
東京事業部

1,217,700

　指定事業者は、当該炊飯器の製造元であることか
ら、部品交換等の必要が生じた場合に速やかに対応
することができる。また、清掃・電気点検等に必要
な薬剤や器具においては、機器の安全性及び性能、
材質への影響を考慮する必要があるが、指定事業者
は、本機器対応の清掃薬剤・器具を有しており、安
全かつ確実に本業務を履行することができる唯一の
事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学務課

37 4月25日
回転釜バーナーの清掃・点検業務委
託

日本調理機株式会社 1,309,000

  指定事業者は、当該回転釜の製造元であることか
ら、部品交換等の必要が生じた場合に速やかに対応
することができる。また、清掃に必要な薬剤や器具
においては、機器の安全性及び性能、材質への影響
を考慮する必要があるが、指定事業者は、本機器対
応の清掃薬剤・器具を有しており、安全かつ確実に
本業務を履行することができる唯一の事業者であ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学務課

38 4月27日 粗大ごみ申告受付業務委託
日本電気株式会社　公
共・社会システム営業
本部

38,596,800

　本業務を行うに当たり、「墨田区プロポーザル方
式実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定
事業者を選定した（※令和4年3月3日付け3墨す清第
1968号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

すみだ清掃
事務所

39 4月28日
新型コロナウイルス感染症自宅療養
者健康管理業務委託

ファストドクター株式
会社

14,410,000

　新型コロナウイルス感染症の感染が収まらず、な
お高い水準で陽性者が発生している状況下におい
て、自宅療養者や濃厚接触者も高い水準で発生して
いる中、自宅での療養・待機中に症状が悪化又は軽
快しない場合の医学的判断及び健康管理を支援する
体制を早急に整備する必要がある。
　指定事業者は、東京都で類似の業務を受託してい
るほか、本業務を遂行する上で必要な医師が多数所
属し、かつ本区の医療機関と連携を図りながら、本
業務を遂行できる体制を指定する日までに整備する
ことができるため、本業務を確実かつ効率的に履行
することができる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

保健予防課
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